
１．保管・管理について

◎凍結精液・受精卵は、証明書とストローを
一体で保管してください

◎使用時には確実に授精台帳へ記録してください
・ 譲渡あるいは使用の際には、証明書への記載を忘れずに！

・ 人工授精、受精卵移植の記録は５年間保存！

２．譲渡について

◎凍結精液・受精卵の譲渡（販売、交換）は、

家畜人工授精所以外では行えません

◎県有種雄牛凍結精液を譲渡する際には、事前に

申請し、岐阜県の承諾が必要です
・ 証明書が添付されていないもの、品質不良なものの譲渡は禁止！

・ 譲受、譲渡の記録は１０年間保存！

・ 譲渡前に家畜保健衛生所までご連絡を！（譲渡申請様式をお渡しします）

・ 廃棄の場合も家畜保健衛生所等の立会・確認が必要です

令和2年10月の法改正・新法施行に伴い、制度が追加・変更されました。

和牛遺伝資源（家畜人工授精用精液等）の適正な流通のため、下記の事に留意し、

適正な管理をお願いします。

※家畜遺伝資源法＝家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律（令和2年10月1日施行）

精液等の適切な管理をお願いします！！
家畜改良増殖法・家畜遺伝資源法※が

改正されています。

ご不明な点は飛騨家畜保健衛生所生産衛生係までお問い合わせください

飛騨家畜保健衛生所（飛 騨 総 合 庁 舎 内）
〒506-8688 高山市上岡本町7-468

ＴＥＬ：0577-33-1111 ＦＡＸ:0577-32-9019 Ｅ－ｍａｉｌ：c24508@pref.gifu.lg.jp
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家畜人工授精に関するお知らせが
県のホームページにアップされました

家畜人工授精師免許に関する申請・届出

・ 家畜人工授精師免許申請

・家畜人工授精師免許書換交付申請

・家畜人工授精師免許再交付申請

家畜人工授精所に関する申請・届出

・ 家畜人工授精所の開設許可申請

・家畜人工授精所の開設許可に係る事項変更届

・家畜人工授精所開設許可証の書換交付申請

・家畜人工授精所開設許可証の再交付申請

・家畜人工授精所の休廃止再開届

家畜人工授精所の運営状況の報告等
について

家畜改良増殖法の一部を改正する法律が

令和2年10月1日に施行され、家畜人工授精所の

開設者は、家畜人工授精所の運営状況を

報告することが義務付けられました。

岐阜県 家畜人工授精師免許 検索

岐阜県 家畜人工授精所 検索

岐阜県 家畜人工授精所 検索

各種申請・届出に必要な書類をダウンロードできますのでご利用ください


